
広 報 か い づ か令和3年7月 第980号 (6)

り
ま
す
。
水
遊
び
用
お
む
つ
を

ご
用
意
く
だ
さ
い
。

日
時　

８
月
７
日(

土)

午
前
10

時
～
正
午

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と
保

護
者

定
員　

20
組(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

申
込　

８
月
４
日(

水)

午
後
１

時
～
電
話
で

場
所
・
申
込
・
問
合
せ
先　

市
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
２
・
４
６
８
・
８
２
２

４フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
・
子
育
て
支
援
セ

ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
講
座

◆
お
母
さ
ん
向
け
の
防
災
講
座

日
時　

８
月
11
日(
水)
午
前
10

時
30
分
～
11
時
30
分

場
所　

職
員
会
館
２
階
会
議
室

Ａ講
師　

危
機
管
理
室
職
員

定
員　

15
人(

定
員
に
な
り
次

第
締
切)

保
育
定
員　

12
人(

子
育
て
支

援
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま
り
受
付)

申
込　

７
月
28
日(

水)

午
前
10

時
～
窓
口
・
電
話
で

申
込
・
問
合
せ
先　

フ
ァ
ミ

リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
０
５
０
、

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
ひ
だ
ま

り
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７
０

６
４

子
ど
も
子
育
て
交
流
施
設

つ
げ
さ
ん
広
場

◆
ミ
シ
ン
で
ぞ
う
き
ん
を

　

作
ろ
う
！

日
時　

８
月
10
日(

火)

①
午
前

９
時
30
分
～
正
午
②
午
後
１
時

～
３
時
30
分

場
所　

つ
げ
さ
ん
広
場
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ー
ス
ペ
ー
ス
え
ー
る

対
象　

小
学
３
～
６
年
生

定
員　

各
６
人(

定
員
に
な
り

次
第
締
切)

材
料
費　

８
０
０
円

申
込
・
問
合
せ
先 

NPO
法
人

え
ー
る
☎
０
７
０
・
５
０
４

１
・
２
５
６
７(

平
日
午
前
10

時
～
午
後
３
時)

　 

児
童
扶
養
手
当
現
況

 

届
出
・
ひ
と
り
親
家
庭

 

医
療
の
更
新
手
続

　

児
童
扶
養
手
当
を
受
け
て
い

る
か
た
は
必
要
書
類
を
添
え
て

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
現
況
届

は
、
引
続
き
手
当
が
受
給
で
き

る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
大
切
な

も
の
で
す
。
届
出
が
な
い
と
１

月
期
か
ら
の
手
当
が
受
け
ら
れ

ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
手
当
を
受
け
て
い
る

か
た
の
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
の

更
新
も
同
時
に
行
い
ま
す
。

届
出
・
更
新
期
間　

８
月
２
日

(

月)

～
31
日(

火)

届
出
・
問
合
せ
先　

子
ど
も
福

祉
課
☎
０
７
２
・
４
３
３
・
７

０
２
１

　

就
業
支
援
講
習
会

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
父
・
母
や

寡
婦
の
か
た
が
対
象
で
す
。

◆
パ
ソ
コ
ン
初
級

　

ワ
ー
ド
の
基

礎
と
エ
ク
セ
ル

３
級
講
習
で
す
。

期
間(

８
回)

　

10
月
３
日
～
11

月
28
日
、
日
曜

午
前
10
時
～
午

後
４
時(

11
月
14
日
は
休
み)

場
所　

高
槻
市
立
総
合
市
民
交

流
セ
ン
タ
ー

定
員　

25
人

受
講
料　

７
０
０
０
円

締
切　

９
月
３
日(

金)

消
印
有

効◆
介
護
福
祉
士

期
間(

６
回)

　

10
月
９
日
～
11

月
13
日
、
土
曜
午
前
10
時
～
午

後
４
時

場
所　

大
阪
府
立
母
子
・
父
子

福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

介
護
福
祉
士
国
家
試
験

 

市
子
育
て
支
援
セ
ン

 

タ
ー
参
加
者
募
集

◆
水
あ
そ
び
コ
ー
ナ
ー

(
申
込
不
要)

　

お
む
つ
が
は
ず
れ
て
い

な
い
子
ど
も
は
、
水
遊
び

用
お
む
つ
を
ご
用
意
く
だ
さ

い
。

日
時　

７
月
20
日
、
８
月
３

日
、
火
曜
午
前
10
時
～
11
時

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と

保
護
者

◆
お
ひ
さ
ま　

え
ん
に
ち
①

(

要
申
込)

日
時　

７
月
27
日(

火)

午
前

10
時
30
分
～
11
時
30
分

対
象　

就
学
前
の
子
ど
も
と

保
護
者

定
員　

20
組(

定
員
に
な
り

次
第
締
切)

申
込　

７
月
20
日(

火)

午
後

１
時
～
電
話
で

◆
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
で
♥

あ
か
ち
ゃ
ん
と
マ
マ
の
ハ
ッ

ピ
ー
タ
イ
ム
♥(

要
申
込)

日
時　

７
月
30
日(

金)

午
前

10
時
～
10
時
40
分

対
象　

生
後
１
～
６
カ
月
の

子
ど
も
と
保
護
者

定
員　

７
組(

定
員
に
な
り

次
第
締
切)

申
込　

７
月
21
日(

水)

午
後

１
時
～
電
話
で

◆
土
曜
版　

つ
ど
い
の
ひ
ろ

ば
「
お
ひ
さ
ま
」(

要
申
込)

　

水
あ
そ
び
コ
ー
ナ
ー
も
あ

　向学心に富みながら家庭の経済的理由により修学が困難なかたで、
学生の保護者が本市に住民票のあるかたに限ります。(所得制限あり)
　願書は、学校教育課で配布中です。
申込期間　８月２日(月)～31日(火)※土・日・祝日除く
対象　①奨学金：大学・短大・専修学校専門課程(修業年限２年以上)
に在学中のかた②入学支度金：令和４年４月に大学・短大・専修学校
専門課程(修業年限２年以上)に推薦入試・AO入試などで進学予定のか
た
※通信課程は除きます。一般入試は１月に募集予定です。高等学校・
中等教育学校の後期課程・高等専門学校、専修学校高等課程に進学予
定のかたは１月に募集予定です。

願書配布・申込・問合せ先　学校教育課☎072－433－7108

市奨学資金貸付制度奨学生

※入学支度金の貸与額は、１万円単位です◆奨学金貸与額

区　分 奨学金(月額) 入 学 支 度 金

大
学
･

短
大

専
修
学
校

国公立

国公立

私　立
専門課程

20,000円 200,000円　〃
250,000円　〃

(短大)

(４年制)

(修業年限２年)

(修業年限３年以上)

　　 200,000円　〃

250,000円　〃
20,000円

15,000円

50,000円　〃

50,000円

私　立

以内

15,000円

を
申
込
む
か
た

定
員　

24
人

受
講
料　

５
０
０
０
円

締
切　

９
月
９
日(

木)

消
印
有

効◎
い
ず
れ
も

　

応
募
者
が
多
数
の
場
合
は
抽

選
で
す
。

申
込
方
法　

①
往
復
は
が
き

に
、
講
座
名
・

住
所
・
氏
名

(

ふ
り
が
な)

・

年
齢
・
職
業
・
電
話
番
号
・
志

望
動
機
・
保
育
の
有
無(

対
象

は
２
歳
～
就
学
前
、
氏
名
・
年

齢)

を
記
入
の
上
、
郵
送

②
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ(

QR
コ
ー
ド)

か
ら

申
込
・
問
合
せ
先　

〒
５
３
７

‐
０
０
２
５　

大
阪
市
東
成
区

中
道
１
‐
３
‐
59　

大
阪
府
立

母
子
・
父
子
福
祉
セ
ン
タ
ー

☎
06
・
６
７
４
８
・
０
２
６
３

募集

募集

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

申請・問合せ先　子ども福祉課☎072－433－7021

特認校 永寿小学校で一緒に学びませんか

　特認校永寿小学校の令和４年度入学・転入学希望者を募集しま

す。詳しくは、市ホームページを

ご覧ください。

　なお、「募集要項・リーフレッ

ト」を７月12日(月)から永寿小学

校と学校教育課で配付します。

募集定員　各学年５人(応募多数の

場合は公開抽選)

配付・申込・問合せ先

学校教育課☎072－433－7113

　低所得の子育て世帯について、新型コロナウイルス感染症の影響
による子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、特
別給付金を支給します。

申請方法
・令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住
民税非課税のかたは申請不要です。６月下旬～７月に振込予定です。
・上記以外のかた(例：高校生のみ養育しているかた、収入が急変し
たかた)は申請が必要です。
　詳しくは、お問合せまたは、ホームページ(QRコード)を
ご覧ください。
申請期限　令和４年２月28日(月)

対象　①②の両方に当てはまるかた
※ひとり親世帯分の給付金を受け取ったかたを除く

支給額　　対象児童１人当たり　一律５万円

令和３年３月31日時点で
18歳未満の児童(障害児の場合、20歳未満)を
養育する父母など
（令和４年２月末までに生まれた新生児なども対象)

■令和３年度住民税(均等割)が非課税のかた
　　　　　　　　または
■令和３年１月１日以降の収入が急変し、
　住民税非課税相当の収入となったかた

①

②

犬やネコなどペットのフンのあと始末は、飼い主が責任を持って行いましょう！


